
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」及び「建築基準法」の改正を受け、令和７年４月１日より、
建築確認・検査申請手数料を改正します。

建築確認・検査申請手数料改正のお知らせ

１．改正の概要

① 建築確認・中間検査・完了検査申請手数料に、床面積が300㎡を超え500㎡以内の場合の手数料を新設します。

② 建築確認・完了検査の申請手数料に、建築物エネルギー消費性能基準（省エネ基準）への適合審査・検査を
行う場合に加算する手数料を新設します。
建築確認申請時の加算手数料は、仕様基準により省エネ基準の評価を行う場合が対象となります。建築物エ
ネルギー消費性能適合性判定を受ける場合は加算されません。

２．手数料額の一覧
裏面をご確認ください。

３．新たな手数料の適用日
令和７年４月１日（火）以降に申請するもの

４．お問い合せ

令和７年４月




